
　令和５年３月15日（水曜日）　午後２時から午後３時まで

　横浜市役所　18階会議室　みなと６・７

　松本委員長、田丸委員、河村委員、三井委員、福井委員

　小松委員、髙杉委員

　公開（傍聴者0人）

　１　　「第282回横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会会議録（案）」の確認について

　２　　放置自動車及び沈船等の廃物判定について

　１　　「第282回横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会会議録（案）」を確認した。

　２　　放置自動車２件、沈船等12件を廃物とした。

　１　　「第282回横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会会議録（案）」の確認について

         議案に基づき、事務局が作成した第282回会議録（案）について、委員長が各委員に確認を求め、

　　　　 各委員からの確認を得た。

　２　　放置自動車及び沈船等の廃物判定について

 

事務局 引き上げた際に、所有者が判明した場合には、所有者へ費用請求いたします。不明な場合
は、本市で処分いたします。

三井委員 船舶は、船名が重複することはありますか。

事務局 個別の船名については、不明です。なお、船557については漁船での登録がありました
が、所有者は死亡しており、相続人に確認したところ生前に売却したとのことでした。

松本委員長 整理番号15256を廃物と判定することと決定いたしました。

松本委員長 整理番号　船555、船556を廃物と判定することと決定いたしました。

（整理番号　船555、船556）

松本委員長 今後、船を引き上げた際に、所有者等がわかる可能性はありますか。

各委員 （異議なし）

松本委員長 整理番号　船557、船558を廃物と判定することと決定いたしました。

各委員 （異議なし）

松本委員長 整理番号　船555、船556につきましては、廃物と判定することにご異議ございませんか。

（整理番号　船557、船558）

松本委員長 売却の取引記録は残らないのですか。

事務局 船舶の場合、売買は口頭契約のケースも多くあり、書類を探してもらいましたが、見つか
らなかったものです。

質疑なし

松本委員長 整理番号15256につきましては、廃物と判定することにご異議ございませんか。

各委員 （異議なし）

（整理番号15256）

松本委員長 整理番号15255につきましては、廃物と判定することにご異議ございませんか。

各委員 （異議なし）

松本委員長 整理番号15255を廃物と判定することと決定いたしました。

（整理番号15255）

事務局 最後に郵送したのが、令和５年１月となります。

田丸委員 郵便物が到達していた時には所有者から連絡がありましたか。

三井委員 当初郵便物が届いていたとのことですが、届かなくなってどのくらい経過していますか。

事務局 一度も連絡はございませんでした。
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【　放置自動車　】

出席委員

開催形態

議      案

欠席委員

決定事項

議       事

議案に基づき、放置自動車２件、沈船等12件について事務局が説明を行い、委員長が各委員からの
質問を求めた。

松本委員長 整理番号　船557、船558につきましては、廃物と判定することにご異議ございませんか。



松本委員長 整理番号　船559を廃物と判定することと決定いたしました。

松本委員長 整理番号　船559につきましては、廃物と判定することにご異議ございませんか。

各委員 （異議なし）

（整理番号　船560）

松本委員長 写真を見ると水没はしていませんが、満潮時に水没しているという状況ですか。

事務局 はい。少し高くなっている場所となり、草が生えてはいますが、満潮時には水没していま
す。

松本委員長 状況がわかるような書き方や資料としてください。

事務局 今後は水没状況がわかるような資料を作成いたします。

松本委員長 整理番号　船560につきましては、廃物と判定することにご異議ございませんか。

各委員 （異議なし）

松本委員長 整理番号　船560を廃物と判定することと決定いたしました。

（整理番号　船561）

三井委員 船体の損傷状況はどうですか。

事務局 目立つ傷がない状況となっております。

（整理番号　船562）

松本委員長 ロープは新しく見えますが設置者はわかりますか。

事務局 調査時にはあり、設置者は不明です。

福井委員 船外機についての状況はどうなっていますか。

事務局 記録上はありましたが、現在は無くなっております。

松本委員長 整理番号　船561につきましては、廃物と判定することにご異議ございませんか。

各委員 （異議なし）

松本委員長 整理番号　船561を廃物と判定することと決定いたしました。

松本委員長 整理番号　船562につきましては、廃物と判定することにご異議ございませんか。

各委員 （異議なし）

松本委員長 整理番号　船562を廃物と判定することと決定いたしました。

（整理番号　船563）

三井委員 船体には損傷はありましたか。

事務局 ありませんでした。

松本委員長 整理番号　船563につきましては、廃物と判定することにご異議ございませんか。

各委員 （異議なし）

松本委員長 整理番号　船563を廃物と判定することと決定いたしました。

福井委員 大きさから考えると、玩具という分類に近いかと思います。

松本委員長 その場合、検査や登録制度はありますか。

福井委員 検査、登録の対象外となります。

河村委員 右上が船尾となりますか。

福井委員 そうなると思います。

松本委員長 このような船も本委員会で取り扱う対象となりますか。

福井委員 ２馬力以上のエンジンがある場合は船舶安全法の対象となります。

事務局 海上交通安全法第２条第２項第１号に規定する船舶が対象となります。

福井委員 海上を航行する場合は、２馬力以上は必要になるかと思います。

現在の状態では、判断が難しいですが、対象になりうると考えられます。事務局

（整理番号　船559）

所有者に結び付く情報はなかったのでしょうか。

情報はありませんでした。

松本委員長

事務局



資   料

特記事項

　１　　資料

（２）　放置自動車及び沈船等関連資料

（１）　「第282回横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会会議録（案）」

　　　 廃物判定委員会諮問一覧表

開催する予定である旨が伝えられた。

次回は、令和５年５月17日（水曜日）午後２時から、横浜市役所18階会議室　みなと６・７にて

　２　　連絡事項

（整理番号　船564）

松本委員長 船舶に貼り付けてあるものは何ですか。

事務局 撤去を促す警告文となります。

整理番号　船564につきましては、廃物と判定することにご異議ございませんか。

各委員 （異議なし）

事務局 周辺にはごみがありますが、船舶自体にはごみの放置はありません。

松本委員長 満潮時には水没しているということですか。

事務局 はい。

河村委員 小型船は重量がどれくらいありますか？１人で持ち運べるものですか。

福井委員 軽量化されていますが、最低でも50㎏あり運ぶには大人が３人程度は必要かと思います。

河村委員 処理費用はどのくらいかかるものですか。

事務局 以前４隻処分した際には、約90万円となっております。

河村委員 税金で処分せざるを得ないというのは困ります。

松本委員長 船舶は自動車のようなリサイクルの仕組みはありますか。

福井委員 船舶は様々な素材でできており、油などもあることから国際的なルールがあります。大型
の船舶はそのルールに則り処分するようになっています。

整理番号　船566につきましては、廃物と判定することにご異議ございませんか。

事務局 つながれています。

松本委員長 整理番号　船565につきましては、廃物と判定することにご異議ございませんか。

各委員 （異議なし）

松本委員長 整理番号　船565を廃物と判定することと決定いたしました。

各委員 （異議なし）

松本委員長

（整理番号　船565）

松本委員長 モヤイはつながれていますか。

松本委員長 整理番号　船566を廃物と判定することと決定いたしました。

（整理番号　船566）

松本委員長 水没している船舶については、引き上げた際に船名などわかれば、所有者を確認するとい
うことですか。

事務局

松本委員長 ごみの放置状況はどうですか。

そのとおりです。

松本委員長
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